
府県が補助する額（（イ）により選定された額の3分の3から3分の1の範囲   

内の額とする。ウ（ウ）において同じ。）を比較して少ない方の額を交付算定  

基礎額とする。  

ク 都道府県、市町村以外の者が実施する事業に対し市町村が行う補助事業に対し   

て都道府県が補助する事業  

（ア）別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを施  

設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した   

額とを比較して少ない方の額を選定する。  

（ウ）（イ）により選定された額に第6欄に定める補助率を乗じて得た額と、都道   

府県が補助する額と市町村が補助する額（（イ）寧こより選定された額の3分の  

3から3分の1の範囲内の額とする。）を比較してもっとも少ない額を交付算  

定基礎額とする。  

（12）医療提供体制設備整備事業の交付算定基礎額は、次のアからクにより算出された   

額とする。   

ア 4の（12▼）のア（アの（ウ）の事業を除く）からり（ウの（ウ）の事業を除く   

）、オの（ア）及び（イ）、コ、チ並びにツの事業   

（ア）別表2の第3欄に定める種目ごとに、第4欄に定める基準額と第5欄に定め  

る対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。   

（イ）（ア）により選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を  

控除した額とを比較して少ない方の額に別表3の第3欄に定める係数aを乗じ  

て得た額と、都道府県が補助する額とを比較して少ない方の額に第4欄に定め  

る係数bを乗じて得た額を交付算定基礎額とする。  

イ 4の（12）のアの（ケ）の事業  

（ア）都道府県が補助する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  

施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額を選定する。  

c bにより選定された額に第6欄に定める補助率を乗じて得た額と、都道府  

県が補助する額（bにより選定された額の3分の3から3分の2の範囲内の  

額とする。（イ）cにおいて同じ。）を比較して少ない方の額を交付基礎額  

とする。  

（イ）都道府県、市町村以外の者が実施する事業に対し市町村が行う補助事業に対  

して都道府県が補助する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  
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施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額   

とを比較して少ない方の額を選定する。  

C bにより選定された額に第6欄に定める補助率を乗じて得た額と、都道府   

県が補助する額と市町村が補助する額（bにより選定された額の3分の3か   

ら3分の2の範囲内の額とする。）を比較してもっとも少ない額を交付基礎   

額とする。  

ウ 4の（12）のアの（キ）の事業  

（ア） 都道府県が実施する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  

施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した  

額とを比較して少ない方の額に第6欄に定める補助率を乗じて得た額を交付  

算定基礎額とする。  

（イ） 都道府県が補助する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  

施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額を選定する。  

c bにより選定された額に第6欄に定める補助率を乗じて得た額と、都道府  

県が補助する額（bにより選定された額の3分の3から3分の1の範囲内の  

額とする。）とを比較して少ない方の額を交付算定基礎額とする。  
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エ 4の（12）のエの事業  

（ア）公的団体又は厚生労働大臣が適当と認める者が実施する異同利用施岸設備整  

備事業に対して都道府県が補助する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  

施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額に第6欄に定める補助率を乗じて得た額と、都道  

府県が補助する額とを比較して少ない方の額を交付算定基礎額とする。  

（イ）公的団体又は厚生労働大臣が適当と認める者が実施する地域医療支援病院に  

おける共同利用施設設備整備事業に対して都道府県が補助する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額と  

を施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した  

額とを比較して少ない方の額に別表3の第3欄に定める係数aを乗じて得  
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た額と、都道府県が補助する額とを比較して少ない方の額に第4欄に定め  

る係数bを乗じて得た額を交付算定基礎額とする。  

オ 4の（12）のオの（ウ）の事業  

（ア）都道府県が実施する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  

施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額に第6欄に定める補助率を乗じて得た額を交付算  

定基礎額とする。  

（イ）都道府県が補助する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  

施設■ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

と都道府県が補助する額とを比較してもっとも少ない額に第6欄に定める補  

助率を乗じて得た額を交付算定基礎額とする。  

カ 4の（12）のカからケ及びシからソの事業  

（ア）別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを施  

設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した  

額とを比較して少ない方の額に第6欄に定める補助率を乗じて得た額と、都道  

府県が一補助する額とを比較して少ない方の額を交付算定基礎額とする。  

キ 4の（12）のサの事業  

（ア）都道府県が実施する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  

施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額に第6欄に定める補助率を乗じて得た額を交付算  

定基礎額とする。  

（イ）指定都市が実施する事業に対して都道府県が補助する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  

施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額に第6欄に定める補助率を乗じて得た額と、都道  

府県が補助する額とを比較して少ない方の額を交付算定基礎額とする。  
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ク 4の（12）のタの事業  

（ア）別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを施  

設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した   

額と都道府県が補助する額とを比較してもっとも少ない額に第6欄に定める補  

助率を乗じて得た額を交付算定基礎額とする。  

ケ 4の（12）のテ及びトの事業  

（ア）都道府県が実施する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  

施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額に第6欄に定める補助率を乗じて得た額を交付算  

定基礎額とする。  

（イ）都道府県が補助する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  

施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額に別表3の第3欄に定める係数aを乗じて得た額  

と、都道府県が補助する額とを比較して少ない方の額に第4欄に定める係数  

bを乗じて得た額を交付算定基礎額とする。  

コ 4の（12）のウの（ウ）の事業  

（ア） 都道府県が実施する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  

施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

と都道府県が補助する額とを比較して少ない方の額に第6欄に定める補助率  

を乗じて得た額を交付算定基礎額とする。  

（イ） 都道府県が補助する事業  

a 別表2の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを  

施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。  

b aにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

とを比較して少ない方の額を選定する。  

c bにより選定さえれた額に第6欄に定める補助率を乗じて得た額と都道府  

県が補助する額（（イ）により選定された額の2分の2から2分の1の範囲  

内の額とする。）を比較して少ない方の額を交付算定基礎額とする。  
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止 iにより算出された交付算定基礎額を、各都道府県が行う事後的評価に基づき  

、別表4の第3欄に定める配分調整分類ごとに合計した額を交付基礎額とする。  

通 別表4の第3欄のDに掲げる配分調整分類にかかる交付基礎額の算出方法につ   

いては、立にかかわらずゎにより算出するものとする。  

如 iにより算出された交付算定基礎額を、別表5、別表6及び別表7の評価事項   

並びに各都道府県が行う事後的評価による評価に基づき、その合計した額を交付   

基礎額とする。  

別表2  

1事業分類  2事業区分  3種目   4基準額   5対象経費  6補助率   

（1）救急医  ア 小児救急  次の（1）か ら（3）により   2分の1   

療対策事  電話相談事  算出された額の合計額   

業   業  とする。  

（1）活動費  小児救急電話相  

談事業に必要な  

報償費（医師等  

雇上謝金）、需  

るもの。  用費（消寿毛品費  

、印刷製本費、  

する場合  広報経費等）、  

役務費（通信運  

数  搬費等）、使用  

料及び賃借料（  

する場合  電話機、電話転  

送機器等）、備  

品購入費（電話  

間））×実施日数  機、電話転送機  

器等）、賠償責  

任保険料、委託  

料（上記経費に  

の。  該当するもの。）  

（ア）8時間以上実施  

する場合  

54，200円×実施日  

数  

（イ）8時間未満実施  

する場合  

（54，200円－6，700   
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円×（8時間一美施  

時間））×実施日数  

（ただし、ア及びイの  

時間帯に連続又は断  

続して事業を行う場  

合は、その合計時間  

とし、8時間を限度  

とする。）  

（2）運営経費  

1，984千円×運営  

月数／12  

（3）協議会経費   小児救急電話相  

1か所当たり   談事業協議会に  

334千円  必要な賃金、報  

償費（委員謝金  

）、旅費、需用  

費（消耗品費、  

印刷製本費、食  

糧費等）、使用  

料及び賃借料（  

会場借料）、役  

務費（通信運搬  

費等）、委託料  

（上記経費に該  

当するもの。）   

イ ′ト児初期  1か所当たり   小児初期救急セ  3分の1   

救急センタ  1，700千円  ンターの運営に  

ー運営事業 必要な賃金、報  

償費（謝金）、  

旅費、委託料（  

上記経費に該当  

するもの。）   

ウ 小児救急  次の（1）及び（2）により  2分の1   

地域医師研  算出された額の合計額   

修事業  とする。   
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（1）研修経費   小児救急地域医  

1地区当たり   師研修事業に必  

273千円  

金）、旅費、需  

用費（消耗品費  

、印刷製本費）  

、使用料及び賃  

借料（会場借料）  

、委託費（上記  

経費に該当する  

もの。）  

（2）協議会経費   ／ト児救急地域医  

1か所当たり   師研修事業協議  

1，014千円  会に必要な貸金  

、報償費（謝金  

）、旅費、需用  

費（消耗品費、  

印刷製本費、食  

糧費等）、使用  

料及び貸借料（  

会場借料）、役  

務費（通信運搬  

費等）、委託料  

（上記経費に該  

当するもの。）   

エ 共同利用  次の（1）及び（2）により  共同利用型病院  3分の1   

型病院運営  算出された額の合計額  運営事業に必要   

事業  とする。   な給与費（常勤  

（1）休日A、休日B及  職員給与費、非  

び夜間   常勤職員給与  

1地区当たり   費、法定福利費  

71，450円×診療日数  

（ただし、休日Bの土  

曜日と休日Aの日曜  

日に連続して事業を  

行う場合は、2日間  

を1回として次の算   
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式により加算する。  

13，570円×診療回  

数）  

（2）休日C  

1地区当たり  

35，720円×診療目数  

（注）  

（1）診療日の設定方法  

については・、別添1  

に定めるところによ  

るものとする。  

（2）診療日数は、地区  

における事業日数と  

する。  

オ小児救急  
次の（1）から（5）により  小児救急医療支  3分の1   

医療支援事  算出された額の合計額  援事業に必要な   

業  とする。   給与費（常勤職  

（常勤の体制）   員給与費、非常  

（1）休日A、休日B及  勤職員給与費、  

び夜間   法定福利費等）  

1地区当たり   、報償費（医師  

26，310円×診療日数  

（2）休日C  

1地区当たり  

13，150円×診療日数  

（3）夜間加算（労働基  

準法第37条第1項  

及び第3項に定める  

割増賃金（時間外（  

125／100以上）及び  

深夜（150／100、160  

／100又は125／100以  

上））を手当してい  

る場合に限る。）  

1地区当たり  

19，782円×診療日数  

（4）小児救急電話相談   
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実施加算（都道府県  

が委託等により小児  

救急電話相談（＃8000  

）を実施している場  

合に限る。）  

1地区当たり  

14，838円×診療日数  

（オンコール体制）  

（5）医師が病院に待機  

する体制ではなく、  

専門的な処置が必要  

な場合に小児科医師  

が速やかに駆け付け  

対応する体制（オン  

コール体制）を執っ  

ている場合  

1地区当たり  

13，570円×診療自数  

（注）  

（1）診療日の設定方法  

については、別添1  

に定めるところによ  

るものとする。  

（2）診療日数は、地区  

における事業日数と  

する。  

カ 小児救急  1か所当たり次の（1）  小児救急医療拠  2分の1   

医療拠点病  及び（4）により算出さ  点病院運営事業   

院運営事業  れた額の合計額とする  

○  （常勤職員給与  

（常勤の体制）   費、非常勤職員  

（1）35，926千円×運営  給与費、法廷福  

月数／12   利費等）、報償  

（2）夜間加算（労働基  費（医師雇上謝  

準法第37条第1項  

及び第3項に定める   
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割増賃金（時間外（  

125／100以上）及び  

深夜（150／100、160  

／100又は125／100以  

上））を手当してい  

る場合に限る。）  

3，520千円×運営月  

数／12  

（3）′ト児救急電話相談  

実施加算（都道府県  

が委託等により小児  

救急電話相談（＃8000  

）を実施している場  

合に限る。）  

6，781千円×運営月  

数／12  

（オンコール体制）  

（4）医師が病院に待機  

する体制ではなく、  

専門的な処置が必要  

な場合に小児科医師  

が速やかに駆け付け  

対応する体制（オン  

コール体制）を執っ  

ている場合  

12，403千円×運営月  

数／12  

キ 管制塔機  管制塔病  1か所当たり   管制塔病院の運  3分の1   

能を担う救  30，746千円  営費に必要な報  

急医療機関  酬、給料、職員  

等運営事業   手当等、共済費  

、貸金、報償費  

、医療機器購入  

費、備品購入費  

支援医療  支援医療機関の  

機関  運営に必要な次  

に掲げる経費   
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（1）空床確保経費   （1）空床確保に  

1日1床当たり   かかる経費  

29，110円   支援医療機関  

（地域において1日8   ごとに直近の  

床を限度とする。）  決算数値から  

以下の式によ  

り算出される  

額に確保する  

空床の数を乗  

じて得た額  

入院診療収益×  

（医業費用一材  

料費）／医業費  

用／病床数／3  

65日  

（2）医師派遣経費  （2）医師派遣に  

1人1回当たり   係る報酬、給  

13，570円  料、職員手当  

等、共済費、  

賃金、報償費  

支援診療  医師派遣経費   医師派遣に係る  3分の1  

所   1人1回当たり   報酬、給料、職  

13，570円  員手当等、共済  

費、賃金、報償  

費   

ク ヘリコプ  添乗者1人当たり   ヘリコプター等  3分の1   

タ一等添乗  8，190円  添乗医師等確保  

医師等確保  事業に必要な災  

事業  害補償費（死亡  

時に支払われる  

補償分相当分の  

倖険料）   

ケ 受入困  （医療機関を固定する  受入困難事案  3分の1   

難事案患  場合）   患者の受入れ   

者受入医  1日1床当たり   に必要な空床   
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療機関支  29，110円  

援事業  る経費  

（医療機関を固定しな  

い場合）  

受入1件当たり   

8，870円   

コ 診療協  1人1回当たり   医師派遣に係  3分の1   

力支援事  13，570円  る報酬、給料  

業  、職員手当等  

、共済費、貸  

金、報償費   

サ 救急医療  研修1分野当たり   救急医療専門領  2分の1   

専門領域医  1，594千円  域医師研修事業  

師研修事業  に必要な報償費  

（謝金）、需用  

費（消耗品費、  

印刷製本費）、  

材料費（実習材  

料費）、委託料  

（上記経費に該  

当するもの。）   

シ 救命救急  救命救急  1か所当たり次の（1）  救命救急センタ  3分の1   

センター運  センター  及び（2）に妄り算出さ  ーの運営に必要   

営事業  れた額の合計額とす  な給与費（常勤  

る。   職員給与費1非  

（1）次の①から⑦によ  常勤職員給与費  

り算出された額の合  、法定福利費等  

計額に別添2に定め  ）、材料費（薬  

る充実段階に基づく  晶費、診療材料  

率を乗じて得た額と  費、医療消耗備  

する。   品費等）、経費  

（D30床以上の運営の  （消耗品費、消  

場合   耗備品費、光熱  

174，279千円×運営  水費、燃料費等  

月数／12   ）、その他の費  

（ただし、30床未満  用（研究研修費  

21床以上の運営の  、図書費等）   
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場合は、1床当たり   

5，382千円×運営   

月数／12を減額   

する。）  

②20床の運営の場合  

125，155千円×運営   

月数／12  

（ただし、20床未満   

の運営の場合（平   

成19年度以前に   

整備されたもの、   

又は平成19年度   

中に国と調整を行  

っており平成20   

年度において整備  

されるものに限る   

。）は、1床当た  

り3，222千円×運   

営月数／12を減  

額する。）  

③ドクターカーの運   

転手を確保する場   

合4，701千円×確   

保月数／12  

④心臓病の内科系専   

門医及び外科系専   

門医をそれぞれ専   

任で確保する場合   

13，265千円×確保   

月数／12   

（ただし、別添2に  

定める充実段階が  

Aの場合に限り算  

定するものとする   

。）  

⑤脳卒中の内科系専   

門医及び外科系専   

門医をそれぞれ専  
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任で確保する場合  

13，265千円×確保  

月数／12  

（ただし、別添2に  

定める充実段階が  

Aの場合に限り算  

定するものとす  

る。）  

⑥小児救急専門病床  

に医師、看護師を  

専任で確保する場  

合55，967千円×確  

保月数／12  

⑦重症外傷の外科系  

専門医を専任で確  

保する場合  

13，265千円×確保  

月数／12  

（2）在日外国人にかか  

る前年度の未収金  

（1か月1人当たり20  

万円超）に限って20  

万円を超える部分  

地域救命  1か所当たり次の（1）  地域救命救急セ  3分の1   

救急セン  及び（2） 

ター   れた額の合計額とする  必要な給与費（  

0   常勤職員給与費  

（1）次の（Dから⑥によ  、非常勤職員給  

り算出された額の合  与費、法定福利  

計額に別添2に定め  費等）、材料費  

る充実段階に基づく  （薬品費、診療  

率を乗じて得た額と  材料費、医療消  

する。   耗備品費等）、  

①10床の運営の場合  経費（消耗品費  

98，919千円×運営  、消耗備品費、  

月数／12   光熱水費、燃料  

（ただし、11床以上  費等）、その他  

20床未満の運営の場  の費用（研究研   

、
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修費、図書費等  

）   

合は、1床当たり5，  

589千円×運営月数  

／12を加算する。）  

②ドクターカーの運   

転手を確保する場  

A 口   

4，701千円×確保   

月数／12  

③心臓病の内科系専   

門医及び外科系専   

門医をそれぞれ専   

任で確保する場合   

13，265千円×確保   

月数／12   

（ただし、別添2に   

定める充実段階が   

Aの場合に限り算   

定するものとする   

。）  

④脳卒中の内科系専   

門医及び外科系専   

門医をそれぞれ専   

任で確保する場合   

13，265千円×確保  

月数／12   

（ただし、別添2に   

定める充実段階が   

Aの場合に限り算   

定するものとする   

。）  

⑤′J、児救急専門病床   

に医師、看護師を   

専任で確保する場   

合55，967千円×確   

庚月数／12  

⑥重症外傷の外科系   

専門医を専任で確   

保する場合  
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13，265千円×確保  

月数／12  

（2）在日外国人にかか  

る前年度の未収金  

（1か月1人当たり  

20万円超）に限っ  

て20万円を超える  

部分  

ス 小児救  次の（1）及び（2）によ   小児救命救急  3分の1   

命救急セン  り算出された額の合  センターの運   

ター運営事  計額とする。   営に必要な給   

業  （1）213，118千円×   与費（常勤職  

運営月数／12   員給与費、非  

（2）研修事業を行っ   常勤職員給与  

ている場合   費、法定福利  

1か所当たり   費等）、材料  

9，007千円  衰（医薬品費  

、診療材料費  

、医療消耗品  

費等）、・経費  

（消耗品費、  

消耗備品費、  

光熱水費、燃  

料費等）、そ  

の他の費用（  

研究研修費、  

図書費等）   

セドクタ  （略   次の（1）から（3）によ  

ーヘリ導  り算出された額の合  

入促進事  計額とする。  

業   （1）ドクターヘリ運航  ドクターヘリ  

経費   の運航に必要  

1か所当たり   な委託費（へ  

188，886千円×運営  リコプター賃  

月数／12   借料、操縦士  

等拘束料、燃  

料費、保守料  

、災害補償費   
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（航空保険料  

）等）  

（2）搭乗医師・看護  

師確保経費  ドクターヘリ  

1か所当たり   搭乗医師及び  

17，422千円×運営  看護師の確保  

月数／12  に必要な給与  

費（常勤職員  

給与費、非  

常勤職員給与  

費、法定福利  

（3）ドクターヘリ運航  

調整委員会経費  

1か所当たり  ドクターヘリ  

3，522干円  運航調整委員  

会の運営に必  

要な報償費（  

委員謝金）、  

旅費、需用費  

（消耗品費、  

印刷製本費、  

食糧費等）、  

使用料及び貨  

借料（会場借  

料）、役務費  

（通信運搬費  

等）   

ソ 救急救命  1か所当たり   救急救命士の資  2分の1   

士病院実習  1，369千円  格を有する救急  

受入促進事  隊員の病院実習  

業  受入促進事業に  

おけるコーディ  

ネ一夕ー医等に  

必要なコーディ  

ネ一夕ー医給与  

費（常勤職員給  

与費、非常勤職  

員給与費、法定   
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福利費等）、賃  

金、報償費（指  

導医謝金）  

タ小児集  1か所当たり   ′ト児集中治療  2分の1  

中治療室医  室医療従事者  

療従事者研  研修事業に必  

修事業  12，612千  要な給与費（  

巴  常勤職員給与  

費、非常勤職  

員給与費、法  

定福利費等）  

、賃金、簸償  

費（謝金）、  

需用費（消耗  

品費、印刷製  

本費等）、委  

託費（上記経  

費に該当する  

もの。）   

チ 救急勤務  1人1回当たり   休日・夜間に救  3分の1   

医支援事業  休日  13，570円  急対応を行う医  

（日中）   師に支払われる  

夜間 18，659円  

（医師への手当  

（注）   のうち、救急医  

基準額の算出に当た  療に従事するこ  

っては、別添1におけ  とに対する対価  

る診療日の区分ごとに  であることが就  

それぞれ1回とみなし  業規則等に明記  

て算出するものとする  

0   ）   

ツ非医療従  次の（1）か ら（3）により  2分の1   

事者に対す  算出された額の合計額  

る自動体外  とする。  

式除細動器  （1）協議会経費   自動体外式除細  

（AED）の  1か所当たり   動器（AED）   

普及啓発事  406千円  協議会に必要な  

業  賃金、報償費（   

1
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委員謝金）、旅  

費、需用費（消  

耗品費、印刷製  

本費、食糧費）  

、使用料及び賃  

借料（会場借料  

）、役務費（通  

信運搬費等）、  

委託料（上記経  

費に該当するも  

の。）  

（2）指導者の養成経費  

1か所当たり  

174千円  

自動体外式除細  

動器（AED）  

指導者の養成に  

必要な賃金、報  

償費（委員謝金  

）、旅費、需用  

費（消弄毛晶費、  

印刷製本費）、  

使用料及び賃借  

料（会場借料）  

、役務費（通信  

運搬費等）、委  

託料（上記経  

費に該当するも  

の。）  

自動体外式除細  

動器（AED）  

の普及のための  

講習等に必要な  

賃金、報償費（  

講師謝金）、旅  

費、需用費（消  

耗品費、印刷製  

本費）、使用料  

及び賃借料（会   

（3）講習会等経費   

1か所当たり  

ア 初年度  

10，963千円  

イ 2年目以降  

2，668千円  

一 39 一  
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場借料）、役務  

費（通信運搬費  

等）、備品購入  

費（実習用備品  

）、委託料（上  

記経費に該当す  

るもの。）  

（4）普及啓発会議等         自動体外式除細  

経費   動器（AED）  

1県当たり   の消耗品等交換  

800千円  普及啓発会議の  

ためのに必要な  

諸謝金、委員等  

旅費、会議費、  

賃金（事務職員  

雇上経費）、会  

場借料、通信運  

搬費   

厚生労働大臣に協議し  救急医療情報セ  3分の1   テ 救急医療  

情報センタ  て定めた額   ンター（広域災   
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